
平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
案
及
び
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適

正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
並
び
に
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い

の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
は
次
の
諸
点
に
つ
い
て
十
分
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
米
国
等
の
先
進
事
例
を
踏
ま
え
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
の
新
規
参
入
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、

執
行
体
制
の
充
実
・
強
化
を
図
り
必
要
な
人
員
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
内
企
業
の
実
態
や
諸
外
国
の
運
用
等
も
十
分
に

考
慮
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
。

二

二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
際
し
、
政
府
は
、
準
天
頂
衛
星
や
観
測
衛
星
な
ど
を
用
い
た

先
端
的
な
サ
ー
ビ
ス
等
の
実
証
を
行
え
る
よ
う
必
要
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
。

三

政
府
は
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
安
全
基
準
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
専
門
家

の
意
見
を
聴
取
し
つ
つ
不
断
に
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
変
更
に
当
た
っ
て
は
、
ロ
ケ
ッ
ト
及
び
人
工
衛
星
等
の
開

発
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
適
切
に
周
知
を
行
う
こ
と
。

四

政
府
は
、
宇
宙
資
源
開
発
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
動
向
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
関
連
産
業
の
振
興
に
向
け
た
必
要
な

措
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

五

宇
宙
開
発
利
用
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
は
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
し
て
、
社
会
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
大
き
な
可

能
性
を
有
す
る
。
こ
の
た
め
、
政
府
は
省
庁
間
連
携
を
強
力
に
推
進
し
、
宇
宙
デ
ー
タ
の
活
用
に
努
め
る
こ
と
。

六

衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
加
工
情
報
の
在
り
方
及
び
提
供
方
法
に
つ
い
て
適
切
に
例
示

し
、
規
制
と
産
業
振
興
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


